
   

                                                                           
         

 

 

 

 

 

 

「株式会社Ｋｏｋａｇｅ
コ カ ゲ

」様に対する事業成長資金の融資について 

～企業価値担保権活用による当行第１号案件～ 

 

    東邦銀行（頭取 佐藤 稔）は、株式会社Ｋｏｋａｇｅ様（本社：福島県双葉郡川内村、代表取締役：大島 草

太様）に対し、更なる事業成長に向けて企業価値担保権を活用した融資を行いましたので、下記のとおりお知

らせいたします。 

   本件は、２０２６年５月２５日に施行された事業性融資の推進等に関する法律（以下、「事業性融資推進法」

という。）に基づく、資金調達の新たな選択肢である「企業価値担保権」を活用したご融資で、当行における第

１号案件となります。 

   東邦銀行は今後とも、「お客さま１社１社の事業価値向上」に向けて、事業の更なる成長、震災からの復興や

地域経済の活性化に向けたお客さまのサポートに積極的に取り組んでまいります。 

記 

１．企業価値担保権の概要 

（１）特徴 

   企業価値担保権は、従来の不動産担保や経営者保証に過度に依存しない、事業の将来性に基づく資金調達を後

押しするための新たな制度として、２０２６年５月２５日施行の事業性融資推進法に基づき導入されました。金

融機関は、お客さまの持つ技術・ノウハウや事業計画の実現性等、定性・将来情報を重視して融資を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）スキーム 

企業価値担保権は、将来取得資産を含む企業の総財産を金融機関が担保取得するものですが、担保権者は

免許を受けた金融機関等の信託会社に限られています。信託の仕組みを活用することで、お客さまの事業継続

に配慮された適切な制度運営がとられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）株式会社・持分会社が対象です。 

   ２０２６年５月２５日 

金融機関は、財務情報（①）に加え、事業

の将来性や定性情報（②）に重点を置き、

企業価値担保権を設定して融資 

貸し手：受益者 

（金融機関等） 

担保権者：受託者 

（企業価値担保権信託会社） 

借り手：委託者 

（お客さま）（注） 

企業価値担保権信託契約 

（適切な制度運用） 

貸付契約 

（成長資金等の融資） 

同一となることが多く、 

当行も両者を兼ねる 

 

定性・将来情報 

（技術・ノウハウ・ 

事業計画等） 

財務情報 ① 

② 



２．融資の概要 

東邦銀行は、株式会社Ｋｏｋａｇｅ様の、地域の植物資源を活用したクラフトジン製造に関する技術力、商

品の持つブランド力に裏付けされた事業の将来性・成長性に着目し、企業価値担保権を活用したご融資を行い

ました。ご融資金は、事業の更なる成長に向けた諸経費支払資金としてご利用いただきます（金額、期間等は

非公表とさせていただきます）。 

事業計画の策定支援、企業価値担保権を活用したご融資を通じて、今後の成長に向けた資金供給と財務基盤

の安定を図るとともに、東邦銀行グループによるタイムリーな伴走支援を継続してまいります。 

 

 

３．株式会社Ｋｏｋａｇｅ様の概要 

代表者 大島 草太 様 所在地 福島県双葉郡川内村大字上川内字町内３９６-２ 

 

２０２２年に設立された、クラフトジンを蒸溜・販売する企業です。川内村をはじめ福島県内で採集し

た「かやの実」などをボタニカル（香りのもと）として使用し、「ｎａｔｕｒａｄｉｓｔｉｌｌ
ナ チ ュ ラ デ ィ ス テ ィ ル

」のブラ

ンドで香り高い高品質なジンを製造しています。 

２０２６年７月には、蒸溜所２階にクラフトジンと手作りの料理を楽しめるレストランバーの開店も予

定しております（当面は予約制での営業）。 

株式会社Ｋｏｋａｇｅは、「蒸溜酒で福島から世界へ」を経営理念とし、ジンを軸とした地域の魅力づ

くり、若者が挑戦し続けられる地域づくりに取り組んでいます。 

 

 

 

４．関連するＳＤＧｓ 

 

  

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東邦銀行グループでは、『サステナビリティ宣言』を制定し、グルー

プ全体で地域経済の活性化や社会的課題の解決に向けた取組みを通

して“地域社会に貢献する会社へ”を目指しています。 


